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障害者週間は、広く障がい福祉への関心を深めるとともに、障がい者が社会・経済・文化、その他
あらゆる分野の活動へ積極的に参加する意欲を高めることを目標としています。
この機会に、誰もが安心して暮らせるよう、

障がいについて理解を深めましょう。

問　福祉保険課福祉・障がい者支援班（☎75-9289）

12/3～9は障害者週間 ともに支えあって暮らす
社会を目指す

活動団体を紹介

障がいやハンディキャップを持つ方々とその家族
を支援し、共生社会の実現を目指す団体です。地域
住民の理解促進を目的にクリスマス会などの交流イ
ベントを開催し、「ふれ
あい福祉の集い」にも積
極的に参加しています。
さらに、毎月の集ま
りで話し合いの場を設
け、地域とのつながり
を深めています。

二宮町手をつなぐ育成会

障がいのある方々が豊かな暮らしを実現できる
よう支援する団体です。当事者同士が親睦を深め、
支え合える関係の構築
を重視し活動していま
す。県主催の障害者ス
ポーツ大会への参加や
歩行訓練を通じ、体力
向上や仲間づくりを支
援する取り組みを行っ
ています。

二宮町身体障害者福祉協会

中郡に住む聴覚障害者が集まり、日常生活や社会
参加の不便を解消し、誰もが活動できる社会を目
指す団体です。「手話」を中心に、手話講習会や手
話サークル交流会を通じ地域住民に理解を深めて
もらい、障がい者と地域がつながり支え合う環境
づくりを目指しています。

中郡聴覚障害者協会

見えない・見えにくい方々と支援者のガイドヘル
パーが集う団体です。交流を通じて安心・安全な環
境を広げ、地域のバリアフリー化や生活の障壁改善
に取り組んでいます。
不便や課題を積極的
に声に出し、社会へ発
信することで、誰もが
住みやすい町の実現を
目指しています。

二宮町視覚障害者協会

平塚市・大磯町・二宮町に在住する精神疾患のあ
る方の家族で構成する団体です。精神疾患は思春期
に発病することが多く、分かりづらい症状であるた
め、家族も戸惑うことが多くあります。同じような
悩みを経験してきた家族の集まりですので、ほかで
は話せないことも安心して話せます。お互いに分か
ち合い、支え合いながら活動しています。

湘南あゆみ会（二宮支部）

町内を拠点にして
活動している団体です。
仲間を募集しているよ！

町では期間中、町内にある生活介護や放課後等デ
イサービスなどの通所事業所で利用者が作成した作
品のパネル展を開催しています。

と　き 12/3水～12/9火
ところ ラディアン　展示ギャラリー

共に生きる
社会かながわパネル展を開催

※令和6年のパネル展の様子

※団体の詳細や募集案内は福祉保険課にお問い合わせください。
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問　福祉保険課国保年金班（☎71-3190）

固定資産をお持ちの方へ　～令和7年中に土地・家屋の利用状況が変わったら必ずご連絡ください～

固定資産税減税制度　～忘れずに申告を～

手続きが必要です
障害者控除関連書類（手帳がない方）

医療費控除関連書類

医療費控除関連書類（おむつ代）

社会保険料控除関連書類

家屋を改修する場合、要件を満たしていれば固定
資産税が減額されます。

問　税務課資産税班（☎71-3317）

問　高齢介護課介護保険班（☎71-5348）

償却資産（固定資産税）の申告のお願い
申告が必要な事業主 個人・法人を問わず、令和8/1/1現在で償却資産を所有している事業主

申告期限 令和8/2/2🈷🈷

償却資産とは 土地・家屋以外の事業に供することができる資産（構築物、機械・装置、工具、備品など）で、その減価償
却額などが法人税法・所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるもの

障害者手帳などを持っていない方でも、身体または知的
障がい者に準ずる65歳以上の方は、控除を受けることが
できる場合があります。対象となる方には「障害者控除対
象者認定書」を交付しますので、申請してください。

◆国民健康保険　◆後期高齢者医療保険
令和7年1 ～ 12月に保険診療を受けた費用に関する医療費通知書
を郵送します。
⃝国民健康保険　1～10月診療分…令和8年1月中旬
⃝後期高齢者医療保険　1～11月診療分…令和8年2月中旬
※�通知書が確定申告に間に合わない場合は「医療費控除の明細書」に診療分の明
細を記入してください。
※上記以外の診療分については、3月中旬に郵送します。

おむつ代の申告には、医師の発行する｢おむつ使用証明
書｣が必要です。おむつ代の医療費控除を受ける方は、証明
書の代わりに｢介護保険主治医意見書内容確認証明書｣を町
が無料で発行できる場合がありますので、申請してください。

◆国民年金　◆国民健康保険　
◆後期高齢者医療保険　◆介護保険
令和7年1～ 12月に納めた保険税（料）に
関する納付済額確認書（控除証明書）を郵送
します。
詳細はホームページをご確認ください。

申請期限 12/12金 発送時期 令和8年1月中旬
そ の 他 身体状況などの調査を基に町の基準で判断します。

対　　象 6カ月以上寝たきりで、町の要介護認定を受けて
いる方など

未登記家屋を相続した 所有者移転の手続きが必要です。

家屋を取り壊した 固定資産税額が変わる場合があります。取り壊した家屋の所在地・用途をご連絡ください。

耐震改修 バリアフリー改修 省エネ改修

要
件

⃝�昭和57/1/1以前に建てた住宅で、
現行の耐震基準に適合する改修を
している
⃝改修費用が50万円以上

⃝�新築から10年経過した、改修後の
住宅の床面積が50㎡以上280㎡以
下の住宅で、65歳以上の方、要介
護・要支援認定を受けている方、
または障がい者が居住している
⃝�改修費用が50万円以上（補助金な
どを除いた工事費用）

⃝�平成26/4/1以前に建てた住宅で、
窓の断熱改修工事など現行の省エ
ネ基準に適合する改修をし、改修
後の住宅の床面積が50㎡以上280
㎡以下のもの
⃝�改修費用が60万円以上（補助金な
どを除いた工事費用）

方
法

耐震基準適合証明書などを添付し、
工事完了後3カ月以内に申告

改修内容が分かる書類などを添付し、
工事完了後3カ月以内に申告

熱損失防止改修工事証明書などを添
付し、工事完了後3カ月以内に申告

確定申告に向けて

固定資産税に関する申告のお願い

下記の書類は自宅に届きます ID検索 1710

ID検索 2321
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https://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/0000002321.html
https://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/0000001710.html



